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平成２８年７月１５日 

 

選定保存技術の選定及び保持者・保存団体の認定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜担当＞ 文化庁文化財部伝統文化課 

伝 統 文 化 課 長         大
おお

 谷
たに

 圭
けい

 介
すけ

（内線 2859） 

文化財管理指導官         伊
い

 藤
とう

 進
しん

 吾
ご

（内線 2414） 

主任文化財調査官（工芸技術部門） 近
こん

 藤
どう

 都代子
と よ こ

（内線 2867） 

文化財調査官（参事官）      田
た

 中
なか

 禎
さだ

 彦
ひこ

（内線 2796） 

振興係長             栗
くり

  田
た

 直
まさ

  人
と

（内線 3104） 

                  電話：03－5253－4111（代表） 

                     03－6734－3104（直通） 

文化審議会（馬渕 明子会長）は，７月１５日に開催された同審議会文化財分科会の

審議・議決を経て，別紙のとおり選定保存技術の選定及び保持者・保存団体の認定につ

いて，文部科学大臣に答申しましたのでお知らせします。 

この結果，官報告示の後に，選定保存技術の選定件数は７２件，保持者数は５７名,

保存団体数は３１団体となる予定です。 
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別紙 

 

 

Ⅰ．答申内容 

（１）選定保存技術の選定及び保持者の認定 

年齢は平成 28 年 7 月 15 日現在 

選定保存技術 保    持    者 

名称 氏名（雅号） 生年月日（年齢） 住所 

有形文化財等関係及び無形文化財等関係 

手切
て き り

鑢
やすり

製作
せいさく

 澤田
さ わ だ

 英之
え い の

助
すけ

 大正15年12月1日 

（満89歳） 

京都府京都市 

 
（２）選定保存技術の選定及び保存団体の認定 

選定保存技術 保    存   団   体 

名称 団体名 代表者 事務所の所在地 

有形文化財等関係 

建造物
けんぞうぶつ

漆塗
うるしぬり

   公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日光
にっこう

社寺
し ゃ じ

文化
ぶ ん か

財
ざい

保存会
ほぞんかい

 

理事長 稲葉
い な ば

  久
ひさ

雄
お

 栃木県日光市 
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Ⅱ．解説 

 

〔（１）選定保存技術の選定及び保持者の認定〕 

 

（有形文化財等関係及び無形文化財等関係） 

 

１ 手切
て き り

鑢
やすり

製作
せいさく

  澤田
さ わ だ

 英之
え い の

助
すけ

 

 

（１）選定保存技術の選定について 

①  名称 

手切鑢製作  

 

②  選定保存技術の概要 

        手切鑢製作は，鋼の表面に 鏨
たがね

を打ち込んで 鋸 状
のこぎりじょう

の歯（鑢目
やすりめ

）を施し，手作業 

で鑢
やすり

を製作する技術である。 

鑢は，主に素材の表面の凹凸
おうとつ

を削って平滑
へいかつ

にし，切削
せっさく

痕
こん

を付けるためなどに用い 

られる鋼製の道具で，金属工芸や木工芸などの制作工程に用いられる。優れた手切

鑢製作者は，鑢の形状，鑢目の打ち込みの深さ，角度などを工夫して，技術の内容

によって異なる様々な用途に合わせた，多様な鑢を製作することができる。今日に

おいては，機械で鑢目を切った大量生産の鑢が普及しているが，美術工芸品等の制

作の場においては，切削力をはじめとする機能性に優れる手切鑢の需要が高い。有

形・無形文化財の保存のため，手切鑢の製作技術について保存の措置
そ ち

を講ずる必要

がある。 

 

（２）保持者の認定について 

① 保持者 

    氏  名 澤田 英之助 

    生年月日 大正１５年１２月１日（満８９歳） 

    住  所 京都府京都市 

 

③  保持者の特徴 
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同人は，伝統的な手切鑢の製作技術を高度に体得している。同人が製作する多様

な手切鑢は，機能性に優れ，美術工芸品等の制作の場において高い評価を得ている。

また，後進の指導・育成にも尽力している。 

 

③ 保持者の概要 

同人は，大正１５年に滋賀県に生まれ，昭和１４年から，愛知県で手切鑢製作業

を営む従兄
い と こ

の澤
さわ

田
だ

正一
しょういち

に師事して，伝統的な手切鑢の製作技術を習得した。さらに，

多様な手切鑢を製作して修練を重ね，昭和１６年に京都府で独立した。その後，主

に織機等の製作に用いられる手切鑢を製作し，また，金属工芸等に用いられる鑢の

理想的な形状や鑢目についての研究を続け，その技術を高度に体得した。今日では，

錺
かざり

金具
か な ぐ

，和鏡
わきょう

，梵鐘
ぼんしょう

，日本刀の製作などに用いられる多様な手切鑢を製作してい

る。 

 同人の手切鑢製作技術は，棒状の鋼の両端を固定し，鏨を表面に当てて金
かな

鎚
づち

で打

ち，鑢目を切っていくもので，その後，焼き入れと仕上げ処理を経て完成となる。 

同人の鑢は，切削力をはじめとする機能性が非常に高く，さらに，鑢目の切り直

しが可能なため，道具としての寿命が長いなどの様々な利点があり，美術工芸品等

の制作の場において，高い評価を得ている。また，後進の指導・育成にも尽力して

いる。 

        以上のように，同人は，手切鑢製作の技術を正しく体得し，かつ，これに精通し

ている。 

 

④ 保持者の略歴 

     昭和１４年 澤田
さ わ だ

正一
しょういち

に師事し，澤田ヤスリ製作所（愛知県）に入社 

昭和１６年 澤田ヤスリ店（京都府）として独立 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

なし 
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（澤田英之助氏）    （鏨で鑢目を切る澤田英之助氏） 

 

〔（２）選定保存技術の選定及び保存団体の認定〕 

１ 建造物
けんぞうぶつ

漆塗
うるしぬり

 公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日光
にっこう

社寺
し ゃ じ

文化
ぶ ん か

財
ざい

保存会
ほぞんかい

 

 

（１）選定保存技術の選定について 

① 名称 

建造物漆塗 

 

② 選定保存技術の概要 

    独特の色艶を持つ漆塗
うるしぬり

は，彩色
さいしき

・錺
かざり

金具
か な ぐ

とともに我が国の建造物を荘厳
しょうごん

する技

術として欠かせないものである。漆塗の技法は，部材となる木地
き じ

を固めた後，ひび

割
われ

防止や補強を施し，下地材を塗っては研ぎ出すという工程を何度も繰り返して下

地を平滑にした後，精製
せいせい

した中塗
なかぬり

漆
うるし

，上塗
うわぬり

漆
うるし

によって仕上げる。保存修理におい

ては，旧塗膜の劣化を見極め，破損した塗層
ぬりそう

までを掻
か

き落とし，必要な工程からな

る塗りを施す。使用する工具，漆の調合法や塗り技法は，それぞれの工程で異なり，

専門的知識や経験とともに熟達した技術が要求される。 

     建造物漆塗の技術は，社寺など伝統的な建造物の保存に不可欠であるが，近代以

降，油性塗料や合成塗料が建築塗装の主流となり，技能者の減少が危惧されている

ため，保存の措置
そ ち

を講ずる必要がある。 
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（２）保存団体の認定について 

① 保存団体 

    団体の名称   公益財団法人日光社寺文化財保存会 

    代表者     理事長 稲葉
い な ば

  久
ひさ

雄
お

 

    事務所の所在地 栃木県日光市 

 

② 保存団体の概要 

同会は，二
ふ

荒山
たらさん

神社，東照宮及び輪
りん

王寺
の う じ

（以下，日光二社一寺）が所有している

１０５棟５基に及ぶ国宝・重要文化財建造物と伝統的技術の継承を目的として，昭

和４５年に設立された。文化財修理技術者や漆塗・彩色技能者を擁し，長期計画の

もと日光二社一寺の維持保存を図るとともに，保存修理に伴う漆や彩色，金具等技

術に関する調査研究も進め，技術の伝承や錬磨
れ ん ま

に努めている。 

    漆塗の建造物が集中して遺
のこ

る日光二社一寺の保存修理を担う中で，同会が培って

きた技術や知見は，関係団体に対する研修などを通じて伝承され，日光のみならず

全国の文化財建造物の保存修理に不可欠となっている。 

    以上のように，同会は，建造物漆塗技術の保存上適当と認められる事業を行う団

体である。 

 

（３）備考 

同分野の既認定者及び既認定団体 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

（下地剤を塗る〈錆
さび

下地付
したじづけ

〉の作業風景）（精製した黒漆
くろうるし

を塗って仕上げる〈黒漆塗〉の

工程） 
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Ⅲ．参 考 

 

１．選定保存技術の選定及び保持者等の認定制度 

 文化財保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる

必要があるものを選定保存技術として選定し，その技を保持している個人又は技の保存

事業を行う団体を保持者又は保存団体として認定。 

 

２．選定・認定までの手続き 

  毎年１回，有識者により構成される文化審議会の専門調査会における専門的な調査

検討を受けて，文化審議会の答申に基づき，文部科学大臣が選定保存技術の選定と保

持者や保存団体の認定を行っている。 

 

３．「選定保存技術」の選定件数と「保持者」及び「保存団体」の認定数について 

 

区 分 

 

選定保存技術 

（件） 

 

保 持 者 数 

（人） 

 

保 存 団 体 数 

（団体） 

 

選定・認定前 

 

７０ 

 

５６ 

 

※ ３３（３１） 

 

今回の選定・認定 

 

 ２ 

 

 １ 

 

 １ 

 

選定・認定後 

 

７２ 

 

５７ 

 

※ ３４（３１） 

  ※ 保存団体には重複認定があるため，（ ）内は実団体数を示す。 

 

４．「文化財保存技術保存事業費国庫補助」について 

選定保存技術保持者及び保存団体には，文化財保存技術保存事業費国庫補助として以

下の経費を補助している。 

   保持者  ～ 伝承者の養成，技術・技能の錬磨等のための経費として１人当たり 

         年間１１０．６万円 

   保存団体 ～ 伝承者の養成，技術・技能の錬磨等のため必要な経費 

 


